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食品表示基準第９条に該当するか否かの確認（案）

○食品添加物の不使用表示については、食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）第９条に規定された表示禁止
事項に該当するか否かのメルクマールとなるガイドラインを策定することとされた。

○食品表示基準上、添加物が不使用である旨の表示に関する特段の規定はなく、現状では、食品関連事業者が任
意で「無添加」、「不使用」等の表示を行っており、その種類は多岐に渡っていることから、表示の一つずつについ
て表示禁止事項に該当するか否か確認を行うことは困難である。このため、事務局において、店舗調査※で得られ
た商品写真を活用し、「誤認を生じさせるおそれのある食品添加物の不使用表示」について11の類型項目の作成
を行った。 ※令和２年度 新たな加工食品の原料原産地表示制度に係る表示実態調査

○作成した類型項目について、事務局において、食品表示基準第９条に該当するか否かの確認を委員の意見を踏
まえて行ったところ、該当・非該当の声、また、使用する用語や表示の程度によっては該当し得るのではないかと
いった一様ではない意見があった。

○そのため、事務局において、類型項目の中で、消費者に誤認を生じさせるおそれが高いと考えられる表示につい
て、その詳細を示すこととした。

No.

類型

項目名 類型の説明
うち、消費者に誤認を生じさせる

おそれが高いと考えられる表示の詳細

ガイドラインの
構成イメージ(案)
３．（１）又は（２）

の別

① 単なる「無添加」
無添加となる対象が不明確

例：単なる「無添加」の表示

・対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加し
ていないのかが不明確であるため、添加されていないも
のについて消費者自身が推察することになり、一般的
に消費者が推察した内容が事業者の意図と異なる場合
には内容物を誤認させるおそれがある。 ※参考：QA加
工－90

（１）
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No.

類型

項目名 類型の説明
うち、消費者に誤認を生じさせる

おそれが高いと考えられる表示の詳細

ガイドラインの
構成イメージ(案)
３．（１）又は（２）

の別

②
食品表示基準
に規定されて
いない用語

無添加あるいは不使用と共に用
いる用語が食品表示基準におい
て規定されていない

例：「人工甘味料不使用」等、人
工、合成、化学調味料、天然等
の用語を使用

・食品衛生法において、指定添加物及び既存添加物には
化学的合成品も天然物も含まれており、いずれも使用
が認められている。

・食品表示基準において、添加物の表示は化学的合成
品と天然物に差を設けず原則として全て表示することと
し、次長通知でも、添加物の表示において「天然」又は
これに類する表現の使用を認めていない。なお、食品表
示基準における人工及び合成の用語は、令和２年７月
に削除されている。

・化学調味料の用語は、かつてハム類のJAS規格におい
て使用されていたが、平成元年には削除されており、食
品表示基準において使用されたことはない。

・適切とはいえない人工、合成、化学及び天然の用語を
用いた添加物の表示は（天然香料を除く）、消費者がこ
れら用語に悪い又は良い印象を持っている場合、無添
加あるいは不使用と共に用いることで、実際のものより
優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

（１）
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No.

類型

項目名 類型の説明
うち、消費者に誤認を生じさせる

おそれが高いと考えられる表示の詳細

ガイドラインの
構成イメージ(案)
３．（１）又は（２）

の別

③
添加物の使用が

法令で
認められていない

当該食品に対して添加物の使
用が法令上で認められていな
い

例：清涼飲料水に「ソルビン酸
不使用」※／食品表示基準別表
第５において名称の規定をもつ
食品であり、特定の添加物を使
用した場合に、同別表第３の定
義から外れる当該添加物を無
添加あるいは不使用と表示
※ 清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用
基準違反

・添加物に関する法令において当該添加物が使用される
ことはない旨を知らず、当該添加物が使用された商品を
望んでいない消費者は、当該品は不使用表示のない商
品よりも優れている商品であると読み取るおそれがあり、
実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそ
れがある。

・なお、コーデックスにおいては、当該食品への添加が認
められていない場合、強調表示を用いることができない。
※参考：コーデックスCAC/GL 1-1979（5 5.1(ⅵ)(d)）

（１）

④
一切の添加物の
不使用を想起

添加物を使用しているのに、添
加物が全く使用されていないこ
とを想起させる

例：大きく「無添加」と表示した
側に小さく「保存料、着色料」の
表示（保存料、着色料以外は使
用）

・表示が事実であれば直ちに誤認を生じさせるおそれが
あるとはいえないが、表示の仕方によっては、表示上の
特定の添加物だけでなく、その他の添加物を全く使用し
ていないという印象を与えかねず、内容物を誤認させる
おそれがある。

（２）
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No.

類型

項目名 類型の説明
うち、消費者に誤認を生じさせる

おそれが高いと考えられる表示の詳細

ガイドラインの
構成イメージ(案)
３．（１）又は（２）

の別

⑤
同一機能・
類似機能
（添加物）

「〇〇無添加」、「〇〇不使用」
としながら、〇〇と同一機能、
類似機能を有する他の添加物
を使用している

例：「保存料不使用」としながら
日持ち向上目的で添加物を使
用／合成着色料不使用としな
がら既存添加物の着色料を使
用

・消費者が、添加物が含まれている食品を回避したいと
考えている場合で、不使用表示の添加物と、それと同
一機能、類似機能を有する添加物の違いが分からない
場合、当該品は、当該不使用添加物を使用している商
品よりも優れている商品であると読み取るおそれがあり、
実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそ
れがある。

・なお、コーデックスにおいては、同程度に顕著な表現で
明示されている場合を除き、当該品に同等な特質を与
える他の物質により代替されている場合、強調表示を
用いることができない。 ※参考：コーデックスCAC/GL 
1-1979(5 5.1(ⅵ)(c))

（１）
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No.

類型

項目名 類型の説明
うち、消費者に誤認を生じさせる

おそれが高いと考えられる表示の詳細

ガイドラインの
構成イメージ(案)
３．（１）又は（２）

の別

⑥
同一機能・
類似機能
（原材料）

「〇〇無添加」、「〇〇不使用」
としながら、〇〇と同一機能、
類似機能を有する原材料を使
用している

例：化学調味料を使用していな
い旨の表示をしながら、原材料
として、アミノ酸を含有する抽出
物を使用／乳化剤を使用して
いない旨を表示しながら卵黄な
ど乳化作用をもつ原材料を使
用

・食品の特定の成分のみを抽出したこと等により、当該食
品との科学的な同一性が失われていると考えられるも
ので代替することは、社会通念上食品であると考えられ
るもので代替することとは異なる。しかし、消費者が添
加物が含まれている食品を回避したいと考えている場
合で、社会通念上食品であるとは考えられないもので
代替されていると認知しない場合、当該品は、添加物を
使用した商品よりも優良又は有利であると誤認させるお
それがある。

・不使用表示と共に同一機能、類似機能を有する原材料
について明示しない場合、消費者が当該原材料の機能
であると分からず、他の原材料による機能が作用してい
ると読み取るおそれがあり、内容物を誤認させるおそれ
がある。

・なお、コーデックスにおいては、同程度に顕著な表現で
明示されている場合を除き、当該食品に同等な特性を
与える他の物質により代替されている場合、強調表示
を用いることができない。 ※参考：コーデックス
CAC/GL 1-1979 (5.1(ⅵ)(c))

（１）
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No.

類型

項目名 類型の説明
うち、消費者に誤認を生じさせる

おそれが高いと考えられる表示の詳細

ガイドラインの
構成イメージ(案)
３．（１）又は（２）

の別

⑦
健康、安全

と関連付ける

無添加あるいは不使用を健康
や安全の用語と関連付ける

例：体にいいことの理由として
無添加あるいは不使用を表示
／安全であることの理由として
無添加あるいは不使用を表示

・添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損
なうおそれのない場合に限って国において使用を認めて
いることから、事業者が独自に健康及び安全について科
学的な検証を行い、それらの用語と関連付けることは困
難であり、実際のものより優良又は有利であると誤認さ
せるおそれがある。また、内容物を誤認させるおそれが
ある。

・なお、コーデックスにおいて、誤認させるおそれのある
強調表示として「健康に良い」「安全な」が示されている。
※参考：コーデックスCAC/GL 1-1979 (4 4.2)

（１）

⑧
健康、安全
以外と関連

付ける

健康、安全以外の、賞味期限
及び消費期限、添加物の用途、
おいしい等と関連付ける

例：「保存料不使用なのでお早
めにお召し上がりください」／製
品が変色する可能性の理由と
して着色料不使用を表示／お
いしい理由として無添加あるい
は不使用を表示

・おいしい理由として添加物不使用表示をする際に、おい
しい理由と添加物不使用であることとの因果関係を説明
できない場合には、実際のものより優良又は有利である
と誤認させるおそれがある。

・「保存料不使用なので、お早めにお召し上がりください」
と表示することで、期限表示よりも早く喫食しなければな
らないという印象を与えた場合には、食品表示基準第３
条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾するおそれ
がある。

・製品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表
示する際に、変色と着色料の用途との関係について説明
ができない場合には、内容物を誤認させるおそれがある。

（１）
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No.

類型

項目名 類型の説明
うち、消費者に誤認を生じさせる

おそれが高いと考えられる表示の詳細

ガイドラインの
構成イメージ(案)
３．（１）又は（２）

の別

⑨
添加物の使用が
予期されていな

い

消費者が通常その食品に添加
物が使用されていることを予期
していない

例：食品元来の色を呈している
食品に「着色料不使用」／同種
の商品が一般的に当該添加物
を使用していないことから、消
費者が当該添加物の使用を予
期していない商品に対して、当
該添加物の不使用を表示

・当該添加物が使用された商品を望んでいない消費者は、
同種の製品が一般的に添加物が使用されることがない
ため添加物の使用を予期していない状況においては特
に、当該品は不使用の表示がない商品よりも優れてい
る商品であると読み取るおそれがあり、実際のものより
優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

・なお、コーデックスにおいては、通常、当該食品中に存
在すると消費者が予期していない場合、強調表示を用
いることができない。 ※参考：コーデックスCAC/GL 1-
1979(5.1(ⅵ)(b))

（１）

⑩ 強調

過度に無添加あるいは不使用
の文字等を使用している

例：場所を変えて複数回、〇〇
を使用していない旨を記載する
／一括表示欄よりも大きな文字
や目立つ色を使用して「〇〇不
使用」

・強調することで直ちに誤認を生じさせるとはいえないが、
容器包装のあらゆる場所に過度に強調して不使用表示
を行う場合や、過度に協調されたフォント、大きさ、色、
用語などを用いる場合は、消費者が一括表示を見る妨
げとなり、強調された特定の添加物だけでなく、その他
の添加物を全く使用していないことと印象付けるおそれ
があり、内容物を誤認させるおそれがある。

・他の類型項目と組み合わさった際、他の類型項目によ
る誤認を助長させるおそれがある。

（２）
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No.

類型

項目名 類型の説明
うち、消費者に誤認を生じさせる

おそれが高いと考えられる表示の詳細

ガイドラインの
構成イメージ(案)
３．（１）又は（２）

の別

⑪
加工助剤、

キャリ-オ-バ-

加工助剤やキャリーオーバーと
して使用されている（又は使用
されていないことが確認できな
い）

例：最終製品に「保存料不使
用」の表示をしているが、原材
料に保存料を使用している／
原材料の製造工程において添
加物が使用されていないことが
確認できないため、自社の製造
工程に限定する旨の記載と共
に無添加あるいは不使用を表
示

添加物の表示については、当該食品の原材料の製造又
は加工の過程まで確認を行うことが必要であり、一括表
示外であっても、確認結果に基づいた表示を行わない場
合、内容物を誤認させるおそれがある。 ※参考：QA加
工－90

（１）



10

参考：食品表示基準Ｑ＆Ａ

第２章 加工食品
第３条第１項関係
（添加物関係）

※第３条：横断的義務表示
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参考：令和２年度食品表示に関する消費者意向調査報告書
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参考：令和２年度食品表示に関する消費者意向調査報告書
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参考：令和２年度食品表示に関する消費者意向調査報告書
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参考：強調表示に関するコーデックス一般ガイドラインCAC/GL 1-1979（抜粋）

３ 禁止される強調表示

以下の強調表示については禁止すべきである。

3.3 実証できない強調表示。

４ 誤認させる恐れのある強調表示

以下は、誤認させる恐れのある強調表示の例である。

4.2 「健全な（wholesome）」、「健康に良い（healthful）」、「安全な（sound）」などの適正衛生規範に関する強調表示。

５ 条件付き強調表示

5.1 以下の強調表示については、各々に対して付された特別な条件に従うものであれば認められる。

(vi) 食品に特定の物質が含まれていないこと又は添加されていないことを強調する強調表示は、当該強調表示が誤認させることの

ないものであり、当該物質が以下の全てに該当する場合に、用いることができる。

(b) 通常、当該食品中に存在すると消費者が予期していること

(c) 同程度に顕著な表現で明示されている場合を除き、当該食品に同等な特質を与える他の物質により代替されていないこと

(d) 当該食品中の存在、又は当該食品への添加が認められていること
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